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次期福島県外来医療計画の基本的事項（案）について

１ 名称
「福島県外来医療計画（令和６年○月）」（仮称）とする。

２ 計画の位置づけ
医療法第30条の４第２項第10号の規定に基づく、医療計画におけ
る「外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項」を定めたもの。

３ 計画期間
令和６年度（2024年度）から令和８年度（2026年度）までの３年

間とし、令和６年度以降、３年ごとに見直しを行う。
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４ 計画に記載する主な項目

【参 考】
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項（医療法第30条の18の4）
① 外来医師偏在指標を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況
② 外来機能報告を踏まえた「医療資源を重点的に活用する外来を地域で
基幹的に担う医療機関」（紹介受診重点医療機関）

③ 外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進
④ 複数の医師が連携して行う診療の推進
⑤ 医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用

１ 基本的事項
計画策定の趣旨、計画の位置づけ、計画期間等。

２ 外来医療の状況等
外来医師偏在指標、外来医師多数区域、紹介受診重点医療機関、医療施設数、

医療施設従事医師数、外来医療に係る協議の場等。

３ 医療機器の効率的な活用
医療機器等の配置・保有状況、医療機器の共同利用計画等。

４ 進行管理
推進体制や計画の進行管理等。
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５ 策定スケジュール

①８月１０日 保健医療計画調査部会

・名称、計画の位置づけ、計画期間、計画に記載する主な項目

②９月下旬頃 保健医療計画調査部会

・基本的内容について（計画に記載する主な内容について）（１回目）

③１１月頃 保健医療計画調査部会

・基本的内容について（計画に記載する主な内容について）（２回目）

・計画の試案について


